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令和５年 第２回定例会 
令和５年９月４日（月曜日）第１号 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程及び会議に付した事件 

 日程第１ 仮議席の指定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 選挙第１号 議長の選挙 

 日程第５ 議席の指定 

日程第６ 諸般の報告 

 日程第７ 管理者の行政報告 

 日程第８ 議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について  

 日程第９ 認定第１号 令和４年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第２号 令和５年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第２号） 

 日程第11 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（12名） 

 議長   12番 溝部 幸基（福島町）    副議長  11番 又地 信也（木古内町） 

     １番 佐藤 孝男（福島町）        ２番 沼山 雄平（松前町） 

     ３番 廣瀬 雅一（木古内町）       ４番 相澤  巧（木古内町） 

     ５番 山田 顕人（知内町）        ６番 木村  隆（福島町） 

     ７番 谷口 康之（知内町）        ８番 堺  繁光（松前町） 

     ９番 伊藤 政博（知内町）         10番 伊藤 幸司（松前町） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（０名） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員（19名） 

   管 理 者 鳴海 清春    副管理者 工藤  泰 

   参  与 石山 英雄    参  与 西山 和夫    参  与 鈴木 慎也 

   幹  事 若佐 智弘    幹  事 大野  樹    幹  事 羽沢 裕一 

   監査委員 本庄屋 誠    会計管理者 深山  肇    事務局長 佐藤 和利 

   衛生センター長 堺  泰幸    消 防 長 伊藤 則幸    松前消防署長 小川 隆広 

   福島消防署長 吉能 秀美    知内消防署長 成澤  悟    木古内消防署長 石塚  睦 

   消防本部主幹 大嶋  茂    衛生センター庶務係長 佐藤 拓海 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席説明員（０名） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員（２名） 

   次長 梅岡  忍      書記 鳴海 沙恵      

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午後１時５５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎開議 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也）  

 本日は、出席ご苦労様です。 

 本定例会は９月１日以降、当組合の議長が欠員となっており、議長が選出されるまでの間、地方自

治法第１０６条第１項の規定により、副議長において議長の職務を行いますので、よろしくお願い申

し上げます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎開議宣告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 ただいまの出席議員は１２名で、議員定数の半数に達しており、会議は成立致しましたので、令和

５年第２回定例会を開会致します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎議事日程 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎新議員の紹介・挨拶 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程に入る前に、先般行われました福島町議会議員選挙後の町議会において、当組合議員が選出さ

れておりますので、各議員を紹介し、申し出がありますので挨拶を行います。 

 最初に、佐藤孝男議員。 

○仮１番（佐藤孝男） 

 福島町議会より広域議員に選任されました佐藤でございます。よろしくお願い致します。 

○副議長（又地信也） 

 次に、木村 隆議員。 

○仮６番（木村 隆） 

 福島町議会議員の木村 隆です。このたび広域議員に選出されました。広域議員は以前、平成２３

年から４年務めさせていただきましたので、どうぞひとつよろしくお願い致します。 

○副議長（又地信也） 

 最後に、溝部幸基議員。 

○仮１２番（溝部幸基） 

 福島町議会の溝部です。引き続きよろしくお願い致します。 

○副議長（又地信也） 

 以上で、新議員の紹介並びに挨拶を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎管理者の挨拶 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 次に、申し出がありますので、管理者の挨拶を行います。鳴海清春管理者。 

○管理者（鳴海清春） 

 どうもご苦労様でございます。 
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第２回定例会の開催にあたり一言、ご挨拶を申し上げます。議員の皆様には、第２回定例会にご出

席をいただき誠に有難うございます。 

 最初に、只今紹介がありましたとおり、８月１０日告示の福島町議会議員選挙において、見事当選

を果たされました議員の皆様には、お祝いを申し上げます。 

 また、新たに広域議員に選出されました方々には、渡島西部広域事務組合の運営にご尽力下さるよ

う重ねてお願いを申し上げます。 

なお、私事ではありますけれども、去る８月１０日に告示の福島町長選挙において３期目の当選を

させていただくことができ、引き続き当組合の管理者の職責を担うことになりますので、議員各位の

ご理解とご協力をお願いしたいと思ってございます。 

 さて、今年の夏は全国各地で例年にない記録的な猛暑が続き、これまでに経験したことのないよう

な夏を体感し、地球温暖化の影響による気候変動がもたらす様々な影響が生じており、今後ますます

気温上昇や自然災害が多発することが想定されてございます。 

 私たちが今できることから始めることが大切であります。当組合においても今、進めておりますご

みの減量化などの取り組みを積極的に進めることにしていきたいという風に思ってございますので、

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

次に、本日の議案についてではありますが、令和４年度の決算において、１６,９３５,７８９円の

繰越額を計上してございます。 

 令和４年度の決算審査意見書にありますように、今後も構成四町の負担金をもって運営されている

ことを職員一人ひとりが自覚し、もって職員の創意工夫と意識改革を積極的に進めることで、組合の

効率性を追求しつつ、適正な組合運営に努めて参る所存でありますので、ご理解をお願いするもので

あります。 

 それでは、本日の議案の内容についてですが、規約の変更が１件、令和５年度一般会計補正予算が

１件、及び令和４年度一般会計歳入歳出決算認定が１件の計３件の議案審議をお願いするものでござ

います。 

なお、規約の変更につきましては、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更となってございます。 

次に、一般会計の補正予算の主な内容ですが、令和４年度決算が確定したことに伴う剰余金の還付

金及び衛生センター施設整備基金への積立金などが主なものとなってございます。 

 なお、議案につきましては、このあと担当者から詳しく説明を致しますのでご審議の上、議決下さ

るよう、よろしくお願い致します。 

以上をもちまして、簡単でありますけれども、開催にあたっての挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくどうぞお願い致します。 

○副議長（又地信也） 

 管理者の挨拶を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎仮議席の指定 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 日程第１ 仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいまご着席の議席と致します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎会議録署名議員の指名 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は規定に基づき、２番 沼山雄平議

員、３番 廣瀬雅一 議員を指名致します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎会期の決定 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 日程第３ 会期の決定を議題と致します。 

お諮り致します。 

本定例会の会期は、本日１日と致したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、本定例会の会期は本日１日と決定致しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎議長の選挙 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（又地信也） 

 日程第４ 選挙第１号 議長の選挙を行います。お諮り致します。選挙の方法は、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推薦と致したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、指名推薦とすることに決定致しました。お諮り致します。指名は、副議長が行

うこととして、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、副議長において指名とすることに決定致しました。 

 それでは、議長に溝部幸基議員を指名致します。 

 お諮り致します。 

 ただ今、副議長が指名致しました、溝部幸基議員を議長の当選人とすることにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、溝部幸基議員が議長に選出されました。議長に当選されました、溝部幸基議員

が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選の告知を致します。 

 ただ今、議長に当選されました溝部議員より、発言が求められておりますので、これを許します。 

○議長（溝部幸基） 

 議長就任にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。只今は、皆様方の温かいご推挙を頂き心

から厚くお礼を申し上げます。引き続き、皆様方のご協力を頂きながら公正中立な議会運営を誠実に

努めて参りたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。有難うございました。 

○副議長（又地信也） 

 議長の挨拶が終わりました。 

 ここで暫時、休憩を致します。 

 ―――――――――――――― 

  休憩 午後２時０４分 

  再開 午後２時０５分 
 ―――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎議席の指定 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 又地副議長には議事進行、大変ご苦労様でした。引き続き、議事を進めて参りますので、よろしく

お願い致します。 

日程第５ 議席の指定を行います。 

 今回新たに選出された議員及び議長の議席に関しては、佐藤孝男議員を１番、木村 隆議員を６番、
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溝部幸基議長を１２番の席順に指定致します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎諸般の報告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

 日程第６ 諸般の報告を行います。諸般の報告は、皆様に配付のとおりですので、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎管理者の行政報告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第７ 管理者より申し出がありますので、行政報告を行います。 

 鳴海清春 管理者。 

○管理者（鳴海清春） 

 令和５年渡島西部広域事務組合議会第２回定例会の開催にあたり、令和５年第１回臨時会以降の行

政報告を申し上げます。 

消防関係について。火災の発生状況について。 

 ８月１９日に木古内町本町地区において、仏壇の火が衣服に燃え移る火災が発生し、１名が救急搬

送されております。 

各消防署には防災無線などの媒体を通じた火災予防広報や、署員による管内巡視の徹底を指示し、

引き続き火災予防の啓発に努めて参ります。 

なお、他の行事等につきましては、諸般の報告に整理をしてございますので、後ほどご参照してい

ただきたいと思います。 

以上、簡単ですけど、行政報告を終わります。 

○議長（溝部幸基） 

 行政報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第８ 議案第１号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更を議題と致します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 佐藤和利 事務局長。 

○事務局長（佐藤和利） 

それでは、お手元に資料１の議案と資料２の説明資料をご用意下さい。 

 最初に資料１の議案１ページをお願い致します。 

 議案第１号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更

する。 

 令和５年９月４日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 議案の内容を説明しますので、資料２の説明資料１ページをお願い致します。 

 １の提案の理由についてですが、後志広域連合が職員を採用するにあたり、職員に対する退職手当

の支給に関する事務を共同処理するため、新たに北海道市町村職員退職手当組合へ加入することに伴

い、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更しようとするものであります。 

 ２の変更の内容についてですが、別表⑵に、後志広域連合を加えるもので、下記の新旧対照表に記

載のとおりであります。 

 ３の施行期日についてですが、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の
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許可の日から施行致します。 

 以上で議案第１号の説明を終わります。ご審議、よろしくお願い致します。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

 （「なし」という声あり） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 （「なし」という声あり） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 採決を行います。 

 お諮り致します。 

 議案第１号に賛成の方は起立を願います。 

 起立全員であり、議案第１号は可決致しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎認定第１号 令和４年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第９ 認定第１号、令和４年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定を議題と致し

ます。 

 なお、地方自治法第２３３条第５項、第２４１条第５項の規定による書類も提出されておりますの

で、これらも含めて審査致します。 

 お諮り致します。 

 監査委員の審査意見につきましては、説明を省略致したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

 ご異議なしと認め、そのように進めて参ります。 

 これより、監査委員の審査意見に対する質疑を行います。 

 （「なし」という声あり） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 次に、提案理由、決算内容の説明、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況の説

明を求めます。 

 佐藤和利 事務局長。 

○事務局長（佐藤和利） 

 お手元に資料１の議案と資料３の決算書、資料４の決算説明書をご用意下さい。 

それでは、資料１の議案２９ページをお開き願います。 

 認定第１号、令和４年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、令和４年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出

決算を、別冊のとおり監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

 令和５年９月４日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 それでは、決算の内容について、説明致します。 

 資料４の決算説明書１ページをお開き願います。 

 説明の前に資料の訂正がございます。 

上から２行目の最初、令和３年度となっておりますが、令和４年度が正しいので、大変申し訳あり

ませんが訂正の方、よろしくお願い致します。 

説明に戻ります。 

令和４年度渡島西部広域事務組合一般会計歳入歳出決算説明書の中段をご覧下さい。 
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 歳入決算額１９億５,４５５万９,３３９円、歳出決算額１９億３,７６２万３,５５０円、歳入歳出

差引額１,６９３万５,７８９円、これを令和５年度へ繰越致します。 

下の「決算の業務別内訳」の歳入歳出差引額をご覧下さい。 

差引額の内訳は、衛生関係が５８４万６,５９５円、消防関係が１,１０８万９,１９４円となって

おります。 

後ほど１３ページの「一般会計決算精算表」で、基金積立金や構成町への還付金について説明致し

ます。 

 ２ページをお願い致します。 

 「款別歳入決算額の状況」を説明致します。 

 表の下段の合計欄をご覧下さい。 

調定額合計は１９億８,８２６万３,３３９円、収入済額合計は１９億５,４５５万９,３３９円で、

対調定額収入割合は９８.３％でございます。なお、収入未済額３,３７０万４千円は繰越明許費分で

あります。 

 表の右端をご覧下さい。 

歳入に占める款別の割合は、１款分担金及び負担金が全体の８５.９％、２款使用料及び手数料が

５.５％、以下、表のとおりでございます。 

 なお、予算科目毎の内容につきましては、資料３の決算書９ページから１２ページに記載しており

ますので、後ほど、ご確認願います。 

 ３ページをお願い致します。 

⑴ 組合負担金の状況です。 

 衛生関係分の負担金は、表中段の小計右端４億７５３万円、また、消防関係分は、下から２行目の

小計１２億７,０９０万１千円で、負担金合計額は、１６億７,８４３万１千円となりました。 

 ４ページをお願い致します。 

⑵ 組合手数料の状況です。 

 し尿処理手数料から消防手数料までの収入済額の合計は、１億７８０万７,９７６円となりました。 

このうち、し尿処理手数料は９,０２５万６,８７０円で全体の８３.７％、また、浄化槽汚泥処理

手数料は１,０６３万３千円で９.９％、以下、ごみ処理手数料、消防手数料の順となっております。 

⑶ 組合債の状況です。 

 令和４年度の起債借入件数は３件で、借入総額は３,８５０万円でございます。 

借入先は、財務省が１件、道南うみ街信用金庫福島支店が２件で衛生センターの空調設備改修事業

等となっております。 

 ５ページをお願い致します。 

 「款別歳出決算額の状況」です。 

 表の下、合計をご覧下さい。予算現額１９億８,３８４万１千円に対し、支出済額が１９億３,７６

２万３,５５０円、不用額は４,６２１万７,４５０円、執行割合の対予算現額９７.７％であります。 

なお、不用額には繰越明許費３,３７０万４千円を含んでおります。 

 ６ページをお願い致します。 

⑴ 性質別経費の状況です。 

 款別の歳出決算額を性質別に、また、前年度と対比したものであります。表の左下、下から２段

目、合計の令和４年度と令和３年度の前年比をご覧下さい。 

 人件費は前年比４.３％の増、物件費は５.０％の増、補助費等は、退職手当組合清算還付金により

６７.０％の増、維持補修費は５.５％の減、建設事業費は松前消防署江良出張所新築により２９２.

２％の増、公債費は０.２％の減、積立金は衛生センター施設整備基金に知内町が臨時で１,４００万

円積立したため、１０９.０％の増となり、合計で前年比２８.１％の増となりました。 

７ページをお願い致します。 

⑵ 款及び節別支出一覧表でございます。 
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 款別に、決算額と構成比を節別に表したものです。 

１節報酬は、議員１２人、監査委員２人、消防団員３０４人に対する報酬であります。 

支出額は１,９９２万８,２７３円となりました。 

２節給料から４節共済費までの職員１１２人に対する人件費は、合計８億３０４万５,０５７円で

構成比４１.４％となりました。なお、職員数は前年度より２人増となっております。 

１４節工事請負費は、決算額３億３,９２８万４千円、構成比１７.５％であります。 

衛生費は空調設備改修工事等の事業、消防費は松前消防署江良出張所新築工事の大型事業を実施し

たことによるものです。 

２２節償還金・利子及び割引料は、支出額１億１,６０８万８,８１９円で構成比８.３％でありま

す。主に退職手当組合清算還付金の増によるものです。 

 ８ページをお願い致します。 

⑶ 普通建設事業費の状況でございます。 

 衛生センターから木古内消防署までの普通建設事業を８ページから９ページに記載しております。 

 事業費合計は、９ページに記載のとおり４億３,０４２万９,３３０円であります。 

前年比３億２,０６９万２,２３６円の増であります。 

財源内訳は、国道支出金１８８万１千円、地方債が３,８５０万円、その他５,２９４万６千円は全

額、衛生センター施設整備基金で、一般財源が３億３,７１０万２，３３０円であります。 

 また１,０００万円以上の大型事業は、衛生センターの上から２行目「空調設備改修工事」など１

０事業となってございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

⑷ 職員等給与費の状況でございます。 

 令和４年度の職員１１５人のうち派遣職員３人を除く１１２人分の給与費であります。 

職員数等の詳しい内訳は、２４ページに記載しておりますので後ほど参照されますようお願い致し

ます。 

 １０ページの表右端合計をご覧ください。 

給料が３億５,９９５万７,５８０円、職員手当等が小計で２億５,２０７万４９８円、共済費等が

小計で１億９,１２５万５,６３０円、給与費合計で８億３２８万３,７０８円となりました。 

 １１ページをお願い致します。 

 「その他の参考資料」で、 

⑴ 組合債未償還 元金現在高であります。 

表下の合計欄を左から順に説明致します。 

 令和３年度末の現在高合計は、７億１,５８５万７,７８１円となりました。 

令和４年度の起債額は３,８５０万円、償還額は１億４８２万５,４３２円、令和４年度末現在高は、

６億４,９５３万２,３４９円となりました。 

 なお、令和４年度の支払利子は、３３６万７,２３０円となりました。 

１２ページをお願い致します。 

⑵ 組合債未償還 元利償還表でございます。 

表右下の合計をご覧下さい。 

 元金は、ただいま説明したとおり６億４,９５３万２,３４９円、また、これに係る利子は、１,０ 

８８万３,７７８円、計６億６,０４１万６,１２７円が、令和４年度末現在の未償還元利償還額です。 

 このうち、衛生分は５億８,０７２万９,３８５円、消防分は７,９６８万６,７４２円であります。 

 １３ページをお願い致します。 

⑶ 令和４年度一般会計決算精算表でございます。 

この表は、Ｃの計欄の繰越額１,６９３万５,７８９円を構成町持分額で表したものです。 

衛生部門の繰越額に係る構成町持分額計５８４万６,５９５円は、衛生センター施設整備基金に全

額積み立て致します。 
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また、消防部門の繰越額１,１０８万９,１９４円は、構成町に還付致します。 

⑷ 令和４年度基金積立内訳でございます。 

衛生センター施設整備基金は、表の一番下の左側、計欄に記載しておりますが、令和３年度末現在

高１億５,４２０万３,０２１円に令和４年度積立額小計２,７６９万５,２９８円積立をし、４年度

において改修工事等の財源に充てるため、基金から５,２９４万６千円を取り崩しましたので、令

和４年度末現在高は、１億２,８９５万２,３１９円となっております。 

構成町別の現在高は記載のとおりであります。 

 １４ページをお願い致します。 

⑸ 構成町別負担金算出基準でございます。 

 構成町の負担金につきましては、組合規約第１５条第２項に基づき、経費ごとに、均等割・人口

割・財政割・実績割により負担割合を決定し、積算しております。 

 また、消防本部を除く消防費につきましては、全額、消防署所在の町の負担となっております。 

 表の中段の※負担率の基準計数は、構成町の人口や収集実績量、消防費に係る基準財政需要額をも

って負担割合を決定しておりますので、後ほどご覧くださるよう、お願い致します。 

 １５ページをお願い致します。 

⑹ 令和４年度歳入決算状況及び１６ページの⑺令和４年度歳出決算状況でございます。 

説明資料２ページ及び５ページで説明した款別の内容を目別にまとめたものです。 

１７ページをお願い致します。 

⑻ 歳入内訳及び歳出不用額一覧でございます。 

 はじめに歳入内訳です。 

 歳入の決算額で、負担金関係では、消防負担金でマイナス３,３７０万４千円、全額収入未済額分

は繰越明許費であります。 

手数料関係では、収集量の増加により、し尿処理手数料５９万３,８７０円増、処理量の増加によ

り、ごみ処理手数料１９万８,８５６円増となりました。 

 財産収入については、財産売払収入でペットボトル等の物品売払収入が３２６万８,４３４円増と

なっております。 

 諸収入については、公有物件建物災害共済金などの雑入が２８万９,９９９円増となりました。 

 １８ページをお願い致します。  

 歳出の不用額を説明致します。 

 節において１０万円以上の不用額があったものを中心に説明致します。 

 最初に事務局所管分です。 

 事務局費６１万２,６５１円の不用額は、１０節需用費４９万４,６５１円で事務用品等の消耗品の

購入実績によるものであります。 

 １９ページをお願い致します。 

 衛生センター所管分です。 

 し尿処理費４８万３,２８８円の不用額は、１０節需用費２０万４,８５７円で薬品等の消耗器材費

及び燃料費等の実績によるものであります。 

１２節委託料１４万７,１４８円は、除雪業務委託料の実績によるものです。 

 ごみ再生処理費４６万５,６６９円の不用額は、１０節需用費３３万３,１４１円で電気料等の光熱

水費の実績によるものです。 

 最終処分場処理費３８万６,６２６円の不用額は、１０節需用費２０万５,３４３円で、電気料等の

光熱水費の実績によるもの、１２節委託料は、１７万２,８９０円で除雪業務委託料等の実績による

ものであります。 

 続いて、消防本部所管分です。 

 消防本部費８５万３,８７７円の不用額は、８節旅費２９万７,３６０円で、会議等の中止による普

通旅費、緊急消防援助隊派遣実績がなかったことにより、派遣旅費と１３節使用料及び賃借料１５万
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６,５１８円のうち車輛フェリー代が不用額となりました。 

１０節需用費１８万７,１６８円は、事務用品等の消耗品費購入実績によるものです。 

１２節委託料１０万３,４００円は、消防救急デジタル無線設備保守点検 業務委託料の見積減に

よるものです。 

 ２０ページをお願い致します。 

 松前消防署所管分です 

 署費９６万１１０円の不用額は、３節職員手当等４８万３,０１３円で、主に防疫等作業手当外の

勤務実績によるものです。 

８節旅費１６万４,３２０円は、普通旅費外の実績によるもので、１１節役務費１２万５,２０８円

は健康診断手数料などの各種手数料の実績によるものとなっています。 

 団費６５万７,７４６円の不用額は、１節報酬は５６万３９４円で消防団員報酬は火災等の出動実

績によるものであります。 

 施設費２５万４,１７０円の不用額は、１０節需用費２５万２,３７０円で消火栓維持補修費の修繕

費の実績がなかったことによるものです。 

 次に、福島消防署所管分です。 

 署費２１０万２,３３８円の不用額は、２節給料１１万６,６２０円で職員の減給によるものです。 

３節職員手当等１２０万４,５７９円は、主に時間外勤務手当外等の勤務実績によるものです。 

１０節需用費３０万９,２７９円は、車両維持修繕費等の実績によるものです。 

１１節役務費１３万２,２４８円は、各種手数料の実績によるものです。 

団費９２万４,３９４円の不用額は、１節報酬５５万２,５０３円で消防団員報酬は火災等の出動実

績によるものであります。 

 １０節需用費１８万３,０５６円は、車両修繕がなかったことによる車両維持修繕費等の実績によ

るものです。 

２１ページをお願い致します。 

 知内消防署所管分です。 

 署費１０１万３２６円の不用額は、３節職員手当等３５万１,０７７円で、主に防疫等作業手当外

の勤務実績によるものです。 

８節旅費１２万７,１００円は、研修旅費等の実績によるものです。 

１０節需用費２１万２,５２７円は、車検整備費等の実績によるものです。 

１７節備品購入費１１万３,２５０円は、活動用部品購入費で車両用バッテリーの購入がなかった

ことによるものです。 

 団費４３万８,９８１円の不用額は、１節報酬３１万４千円で消防団員報酬は火災等の出動実績に

よるものあります。 

 木古内消防署所管分です。 

 署費８５万６,８４５円の不用額は、３節職員手当等４０万４００円で、主に防疫等作業手当外の

勤務実績によるものです。 

１０節需用費１７万５,１７５円は、庁舎及び車輛用燃料費の実績によるものです。 

歳出合計で予算額から支出済額、繰越明許費を差引しますと不用額１,２５１万３,４５０円となり

ました。 

 ２２ページの⑼衛生関係資料と２３ページの⑽消防関係資料については、後ほど衛生センター長と

消防長より、説明致します。 

 以上で、決算説明書の説明を終わります。 

 次に、決算書により、実質収支及び財産に関する調書、基金等を説明致します。 

 資料３の決算書２９頁をお願い致します。 

【３】実質収支に関する調書です。 

 １ 歳入総額１９億５,４５６万円から２ 歳出総額１９億３,７６２万４千円を差し引いた３ 歳
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入歳出差引額が１,６９３万６千円となります。４ 翌年度へ繰越すべき財源は⑴から⑶までは、ご

ざいません。５ 実質収支額も差引額と同額となり、６ 実質収支額のうち、地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入金はございません。 

３０ページをお願い致します。 

【４】財産に関する調書です。 

 １ 公有財産、⑴土地及び建物、総括で説明致します。 

最初に、土地については、その他の施設、山林とも、増減はなく、決算年度末現在高の地積は１２

万５,２３０.７８㎡となっております。 

 その横、建物については、消防施設の異動があり、令和５年１月に完成した松前消防署江良出張

所、木造の事務所棟、非木造の車庫棟と物置が新築により増加しましたが、旧庁舎部分を取壊しによ

り差引して、木造は１４０.９０㎡の増、非木造は５２.３４㎡の減で合計８８.５６㎡増となりまし

た。 

なお、その他の施設の異動はないため、決算年度末現在高は合計で１万３,４４８.６６㎡となって

おります。 

 内訳は、３１ページの行政財産、３２ページの普通財産、３３ページの山林について、記載のとお

りとなっております。 

 ３４ページをお願い致します。 

 ２の物品です。増減のあったものは、上から７行目のバキューム車が１台増、１台減の計１台、そ

の３行下の自動車が３台増、３台減の計５５台、その下の小型動力ポンプが１台増、１台減の計２２

台、その４行下の空気呼吸器は、６台増、２台減の計７１台で、内訳は備考欄に記載のとおりであり

ます。 

 ３５ページをお願い致します。 

 ３の基金です。 

⑴渡島西部衛生センター施設整備基金の決算年度末現在高は、先に説明のとおり１億２,８９５万

２,３１９円であり、次の３６ページから３７ページまでは、施設整備基金の決算審査意見書と運用

状況調書です。後ほど、ご覧ください。以上で、決算内容の説明を終ります。 

ご審議よろしくお願い致します。 

○議長（溝部幸基） 

 事務局長の説明が終わりました。 

 次に、廃棄物収集処理実績表の説明を求めます。 

 堺 泰幸 衛生センター長。 

○衛生センター長（堺 泰幸） 

それでは、⑼衛生関係資料についてご説明いたしますので、別冊４一般会計決算説明書の２２ペー

ジを、お開きください。 

 タイトルは、渡島西部衛生センター廃棄物収集処理実績表（前年度比）でございます。 

表の区分に沿って、ご説明いたします。最初は、「浄化槽汚泥処理実績」です。 

搬入量の合計は２,１７０kℓであり、数量は１８０kℓ増加し、対前年伸率は９％の増加となりまし

た。 

福島町で増加しておりますが、理由については、合併浄化槽の普及が理由と考えております。 

また、知内町が４０kℓ減少しておりますが、下水道への接続の増加が主な理由と考えております。 

次に、区分の「し尿収集実績」について、ご説明いたします。 

収集量の合計は１万６,４０７.２６ kℓであり、数量は９３.４０kℓ減少し、対前年伸率では０.６％

の減少となりました。全体の減少理由については、人口減少に伴うものと考えております。 

続いて、区分の「ごみ処理実績」について、ご説明いたします。 

当センターで扱うごみは、燃えないごみ、燃えない粗大ごみ、空缶やペットボトル、その他プラス

チック容器類の資源ごみでございます。 
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処理量の合計は９１６.４６トンであり、数量は５１.９４トン減少し、対前年伸率では５.４％の

減少となりました。 

対前年伸率を見ますと、マイナス１７.０％からマイナス１.０％の範囲で減少しており、この表に

は内訳を記載しておりませんが、全体的な傾向として、町が収集している全ての項目において減少し

ておりますので、人口減少が主な要因と考えます。また、個人が直接搬入する家庭からの持ち込みが

増加傾向にあります。 

また、令和４年度においては、「火災に伴うごみ」の搬入は、松前町より２０.５６トンの搬入が

ありました。 

 最後に、区分の「最終処分場処理実績」について、ご説明いたします。 

埋立量の合計は８５６.９９トンであり、数量は１,１８０.０７トン減少し、対前年伸率では５７.

９％の減少となりました。 

大きく減少した理由については、前年度の令和３年度において、埋め立てで飛灰や残渣にかぶせる

ための土を約１,２２５トンほど、最終処分場に搬入しており、令和４年度は、それが無かったこと

が要因です。 

以上をもちまして、衛生関係資料の説明を終わります。 

ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 衛生センター長の説明が終わりました。 

 次に、消防関係資料についての説明を求めます。 

 伊藤則幸 消防長。 

〇消防長（伊藤則幸） 

それでは、令和４年度の消防活動の説明を致します。２３ページをお願いいたします。 

表の中のカッコ書きにつきましては、前年度の数値でございます。 

 はじめに、上段の表、救急活動状況について説明致します。表右下の合計欄をご覧ください。 

出動件数は、１,３０７件で前年度と比較し１５件の増、搬送人員は１,２６２名で前年度と比較い

たしまして２６名の増となっております。 

出動件数を構成町別に見ますと、松前町が前年度比６件減の５６１件、福島町が前年度比５件減の

２８５件、知内町が前年度比６件減の１７０件、木古内町が前年度比３２件増の２９１件となってお

ります。 

次に、中断の表、ドクターヘリ搬送状況について説明致します。表右下の合計欄をご覧下さい。 

全体の出動件数は５３件で前年度比１件の減、搬送人員は５２名で前年度比１名の増でございます。

構成町ごとの増減はありますが、前年度並みの搬送状況となっております。 

続きまして下段の表をお願いします。火災発生状況について説明致します。 

発生件数は前年度より４件少ない７件、亡くなられた方はおりませんでした。 

構成町毎の火災種別、損害額につきましては記載のとおりでございます。 

以上で、消防関係資料の説明を終わります。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を行います。 

 （「なし」の声あり） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 （「なし」という声あり） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 採決を行います。 

 お諮り致します。 
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 認定第１号を認定することに賛成の方は起立を願います。 

 起立全員であり、認定第１号は認定することに決定致しました。 

暫時、休憩を致します。 

 ―――――――――――――― 

  休憩 午後２時５５分 

  再開 午後３時０８分 
 ―――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎議案第２号 令和５年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第２号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第１０ 議案第２号、令和５年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算（第２号）を議題と

致します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 佐藤和利 事務局長。 

○事務局長（佐藤和利） 

それでは、資料１の議案と資料２の説明資料をご用意ください。 

最初に資料１の３ページをお開き下さい。 

 議案第２号、令和５年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算第２号。 

令和５年度渡島西部広域事務組合一般会計補正予算第２号は次に定めるところによる。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４７４万９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１６億１,５９０万２千円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年９月４日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 今回の補正予算の概要を申し上げます。 

 経費別構成町負担按分表確定による負担金額の調整、決算額確定による繰越金及び剰余金の還付、

人件費関係では、人事異動及び職員の扶養等の異動、共済組合等負担金率確定であります。 

資料２の説明資料３ページをお願い致します。 

 議案第２号関係、経費別構成町負担按分表の変更について。 

 １の提案の理由について。 

  構成町の負担金割合につきましては、組合規約第１５条第２項で、均等割及び人口割、また、財

政割、衛生関係のし尿処理等の実績割に基づき積算するものと規定されております。 

  この度、今年度の負担率確定の基礎となる構成町の「令和５年４月１日の住民基本台帳人口」、

また、令和４年度の「し尿収集量、ごみ処理量、最終処分場埋立量の年間実績量」が確定しました

ので、これに関係する構成町負担率を変更いたします。 

 ２の構成町負担率変更に伴う負担金の調整について。 

  負担率の変更に伴い、下記のとおり構成町負担金を調整いたします。 

なお、構成町の衛生負担金の増減の主な要因は、し尿処理実績等によるものであります。 

 ３ページの右下の「構成町毎の増減計」のとおり、松前町と知内町が増、福島町と木古内町が減

となっております。 

４～５ページに当初の負担按分表、６～７ページに確定後の負担按分表を記載しております。 

按分表により構成町の負担金を調整するものであります。 

 ８ページをお願い致します。 
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 同じく議案第２号関係で、公債費に係る利率見直し及び普通地方交付税の補正についてであります。 

 １の提案の理由について。 

 平成２４年度債が借入れから１０年経過し、令和５年３月２５日に利率が見直され、当初の０.

５％から０.２％へ変更となったことにより、元利償還額を補正するものであります。 

また、今年度の普通地方交付税が７月２８日に決定し、交付額は４,２０６万円で、予算計上済額

４,１９６万４千円に対し、９万６千円の増額となりました。 

 ２の普通地方交付税決定の概要について。 

 増額の主な内容については、平成２９年度債分の増額です。 

公債費に係る利率の見直し及び普通地方交付税補正内訳表については、９ページに記載のとおりで

す。 

続いて、補正予算の説明を致しますので１２ページをお開き下さい。 

それでは、歳出から所属毎に節で１０万円以上の増減があったものを中心に説明致します。 

 始めに、事務局所管分です。 

２款総務費、１項、１目事務局費１１万円の減額であります。 

２節給料１１万１千円の増は、採用職員が確定したことによるものであります。 

３節職員手当等１８万２千円の減は、会計年度任用職員の通勤手当確定による減額であります。 

２段目の２項、１目監査委員費は、案分率変更による財源調整でございます。 

３段目の５款公債費、１項、１目元金１４万５千円の増額であります。 

２２節償還金利子及び割引料同額は、先ほど８ページで説明しました利率見直しによる元金の増額

となっております。 

 ２目利子３２万５千円の減額であります。 

２２節償還金利子及び割引料同額は、利子の減額となっております。 

 ４段目、６款諸支出金、１項、１目前年度会計剰余還付金１,１０８万９千円の増額であります。 

２２節償還金利子及び割引料同額は、決算確定による消防部門の構成町への還付金となっており、

還付金は記載のとおりであります。 

１３ページをお願い致します。 

 ３項、１目衛生センター施設整備基金積立金５８４万７千円の増額であります。 

２４節積立金同額は、決算確定による衛生部門の繰越金を施設整備基金へ積立するものであります。 

積立金内訳は記載のとおりであります。 

なお、１７ページに令和５年度衛生センター施設整備基金積立調書を掲載しておりますので後ほど

ご参照下さい。 

 衛生センター所管分です。 

 ３款衛生費、１項、１目し尿処理費８０万４千円の減額であります。 

 １８節負担金補助及び交付金６８万５千円の減は、４月の人事異動によるセンター長の派遣職員給

与費負担金の確定によるものです。 

２目ごみ再生処理費２７万４千円の増額であります。 

２節給料１４万３千円及び３節職員手当等１２万６千円の増は、昇格によるものであります。 

 ３目最終処分場処理費の補正額はありませんが、按分率変更に伴う財源調整であります。 

 １４ページをお願い致します。 

 消防本部所管分です。 

 ４款消防費、１項、１目消防本部費５０万２千円の増額であります。 

３節職員手当等７２万４千円の増は、人事異動に伴う扶養等の異動によるものあります。 

 ４節共済費１７万３千円の減は、共済組合等負担金率確定によるものです。 

また、以下の消防署費の共済費においても同様に、負担金率確定による減となりますので内容の説

明は省略させていただきます。 

 松前消防署所管分です。 
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 ２目松前消防署費１３万５千円の減額であります。 

２節給料２５万１千円及び３節職員手当等７１万３千円の増は、昇格及び扶養等の異動によるもの

で、４節共済費１０９万９千円の減であります。 

 福島消防署所管分です。 

 １項、３目福島消防署費８２万２千円の減額は、４節共済費８０万９千円の減であります。 

１５ページをお願い致します。 

２項、２目福島消防団費４１万１千円の増額であります。 

１０節需用費４０万３千円の増は、車輌維持修繕費で小型ポンプ故障に伴うものであります。 

 知内消防署所管分です。 

 １項、４目知内消防署費８８万２千円の減額は、４節共済費８３万７千円の減であります。 

 木古内消防署所管分です。 

 ５目木古内消防署費４４万１千円の減額であります。 

２節給料１３万５千円及び３節職員手当等１２万１千円の増は、昇格及び住居等の異動によるもの

で、４節共済費６９万７千円の減であります。 

１６ページをお願い致します。 

２項、４目木古内消防団費の補正額はありませんが、歳入で補正する雑入２４万５千円の増に伴う

財源繰替によるものです。 

続いて歳入を説明致しますので、１０ページをお願いします。 

 １款、分担金及び負担金、１項、１目衛生負担金７６万５千円の減額は、按分率変更と歳出補正に

伴う分であります。構成町の負担金は、１節松前町負担金から４節木古内町負担金まで記載の額とな

ります。 

 ２目消防負担金１６２万５千円の減額は、事務局費と消防本部費は按分により、署費、団費、消防

公債費は構成町からの負担となり、構成町別の負担金は、１節松前町負担金から４節木古内町負担金

までの記載の額となります。 

 １１ページをお願い致します。 

６款繰越金、１項、１目、１節繰越金１,６９３万６千円の増額は、令和４年度一般会計決算確定

によるもので、歳入から歳出を差引した額となっています。 

 ２段目の、７款諸収入、２項、1目、１節雑入２０万３千円の増額の内容について、北海道消防操

法訓練大会出場隊経費助成金２４万５千円の増は、７月２１日に江別市で開催された同大会に出場し

た木古内消防団対にする助成金と、道職員給与費負担金収入４万２千円の減は、共済組合等負担金率

の確定によるものです。 

 総額では、歳入歳出とも１,４７４万９千円の補正額となります。 

 補正予算に係る説明は以上であります。 

 ご審議よろしくお願い致します。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

 （「なし」という声あり） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 （「なし」という声あり） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 採決を行います。 

 お諮り致します。 

 議案第２号を決することに賛成の方は起立を願います。 

 起立全員であり、議案第２号は可決致しました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ◎ 閉会中の正・副議長、議員の出張承認について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第１１ 閉会中の正・副議長、議員の出張承認を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 閉会中、議会において出席・派遣を要する諸行事、慶弔、会議、研修等について、正・副議長、議

員を出張させたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、ただいまお諮りしましたとおり、承認することに決定致しました。 

 なお、出席または派遣する議員については、その都度議長において指名することと致したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、その都度議長において指名することに決定致しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の議決 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 お諮り致します。 

 以上で、本会議に付議された案件の審議を全て終了致しましたので、令和５年第２回定例会を閉会

致したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 これをもって閉会致します。 

 どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後３時２０分） 
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